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平成２０年特許法等の改正について 

平成２０年法改正の概要 

１．不服審判請求期間の見直し（特許法・意匠法・商標法）  

２．拒絶査定後に分割出願が可能な時期（特許法）  

３．通常実施権等登録制度の見直し（特許法・実用新案法）  

４．特許・商標関係料金の引き下げ（特許法・実用新案法・意匠法・商標法）  

 

※施行時期  

 ・上記１～３は、改正法の公布の日（平成２０年４月１８日）から１年以内の政令で定める
日から施行する。（平成２１年４月頃予定）  

 ・上記４は、平成２０年６月１日施行。  

 

１．不服審判制度の見直し  

 ①拒絶査定不服審判の請求期間（現行：拒絶査定謄本送達日から３０日以内）を「拒絶査定
謄本送達日から３月以内」に拡大する。（特許法１２１条１項、意匠法４６条１項、商標法４
４条１項）  

  なお、特許法４条（期間の延長等）により、拒絶査定不服審判の請求期間（拒絶査定謄本
送達日から３月以内）は、請求により又は職権で、延長される。  

 ②拒絶査定不服審判請求時の補正期間（現行：審判請求日から３０日以内）を、「審判請求と
同時にのみ可能」と変更する。（特許法１７条の２第４項）  

 ※経過措置：上記①、②の規定は、平成２０年改正法の施行日以後に謄本が送達される拒絶
査定に対する審判請求について適用し、施行日前に謄本の送達があったものについては適用
しない。（附則２条１項）  

 →いつ出願したかに関係なく、平成２０年改正法の施行日以後に拒絶査定謄本が送達される
出願全てについて適用される。  

 

２．拒絶査定後に分割出願が可能な時期  

  拒絶査定後に分割出願が可能な時期（現行：最初の拒絶査定謄本送達日から３０日以内）
を「最初の拒絶査定謄本送達日から３月以内」に拡大する。（特許法４４条１項３号）  

  なお、特許査定後に分割出願が可能な時期については、従来通り、特許査定謄本送達日か
ら３０日以内である。（特許法４４条１項２号）  

 ※経過措置：この規定は、平成２０年改正法の施行日以後に最初の拒絶査定謄本が送達され
る出願であって、平成１８年改正法の施行日（平成１９年４月１日）以後にした出願につい
て適用し、平成２０年改正法の施行日前に最初の拒絶査定謄本の送達があった出願、又は平
成１８年改正法の施行日より前にした出願については、なお従前の例による（附則２条３項）。 

  具体的には、P.２に記載する。  

 

 判断基準  

 ⅰ）出願日が、平成１８年改正法の施行日（平成１９年４月１日）前か以後か。  

 ⅱ）最初の拒絶査定謄本送達日が、平成２０年改正法の施行日前か以後か。  
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（１）出 願 日：平成１９年４月１日（平成１８年改正法施行日）前  

   拒絶査定謄本送達日：平成２０年改正法施行日前  

                     分割可能             

                     (補正可能)            

                            平成２０年     

 出願   H19.4.1   拒絶査定   審判請求    改正法施行日   

 

 

 

                   ※制限無し  

 → 拒絶査定不服審判請求日から３０日以内（平成１８年法改正前の特許法４４条１項、１
７条の２第１項４号）  

 

（２）出 願 日：平成１９年４月１日（平成１８年改正法施行日）以後  

   拒絶査定謄本送達日：平成２０年改正法施行日前  

               分割可能      分割可能           

              (補正不可)     (補正可能)          

             ①        ②           平成２０年    

H19.4.1    出願    拒絶査定     審判請求       改正法施行日  

 

 

 

             ※制限有り   ※制限無し  

 ①拒絶査定謄本送達日から３０日以内（現行特許法４４条１項３号）  

 ②拒絶査定不服審判請求日から３０日以内（現行特許法１７条の２第１項４号、４４条１項
１号）  

 

（３）出 願 日：平成１９年４月１日（平成１８年改正法施行日）前  

   拒絶査定謄本送達日：平成２０年改正法施行日以後  

                             分割可能  

                             (補正可能) 

            平成２０年              ↓  

 出願   H19.4.1   改正法施行日     拒絶査定   審判請求  

 

 

                             ↑  

                           ※制限無し  

 → 拒絶査定謄本送達日から３月以内に行う拒絶査定不服審判請求と同時（改正特許法１７
条の２第１項４号、１２１条１項、平成１８年改正前の特許法４４条１項）  

 

（４）出 願 日：平成１９年４月１日（平成１８年改正法施行日）以後  

   拒絶査定謄本送達日：平成２０年改正法施行日以後  

                       分割可能     分割可能  

                     （補正不可）   （補正可能）  

            平成２０年    ①       ② ↓  

H19.4.1   出願    改正法施行日   拒絶査定      審判請求  

 

 

                               ↑  

                     ※制限有り  ※制限無し  
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 ①拒絶査定謄本送達日から３月以内（改正特許法４４条１項３号）  

 ②拒絶査定謄本送達日から３月以内に行う拒絶査定不服審判請求と同時（改正特許法１７条
の２第１項４号、４４条１項１号、１２１条１項）  

 

 ※制限無し：当初明細書の範囲内で分割可能 

  制限有り：直前明細書の範囲内で分割可能 

 

３．通常実施権等登録制度の見直し  

 （１）仮専用実施権及び仮通常実施権の登録制度の創設（特許法）  

  特許出願段階におけるライセンスについて、特許法上の権利として、新たに「仮専用実施
権」及び「仮通常実施権」を設け、併せてその登録制度を設ける。（特許法２７条、３４条の
２、及び３４条の３）  

  ①仮専用実施権及び仮通常実施権について 

   ⅰ）特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許
権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書等の範囲内において、仮専
用実施権を設定することができる（改正特許法３４条の２第１項）。仮専用実施権に係
る特許出願について特許権の設定登録があったときは、その特許権について、専用実
施権が設定されたものとみなす（改正特許法３４条の２第２項）。  

   ⅱ）特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許
権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書等の範囲内において、仮通
常実施権を設定することができる（改正特許法３４条の３第１項）。仮通常実施権に係
る特許出願について特許権の設定登録があったときは、その特許権について、通常実
施権が許諾されたものとみなす（改正特許法３４条の３第２項）。  

   ⅲ）仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該
特許出願に係る発明を実施した場合は、特許出願人は、特許法６５条１項に定める補
償金の支払を請求することができない（改正特許法６５条３項）。  

   ⅳ）仮専用実施権又は仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定登録があっ
たとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又はそ
の特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、消滅する（改
正特許法３４条の２第６項、３４条の３第７項）。  

  ②登録の効果  

   ⅰ）仮専用実施権は、登録により、効力を生じる（改正特許法３４条の４第１項）。  

   ⅱ）仮通常実施権は、登録により、特許権成立前であっても、転得者又は第三者に対抗
することができる（改正特許法３４条の５）。  

   ⅲ）特許を受ける権利を有する者が破産した場合においては、破産法５６条の適用によ
り、破産管財人はライセンス契約を解除することができない。  

  ③出願の補正・分割等に係る措置  

   ⅰ）仮専用実施権等の登録後、その仮専用実施権等に係る特許出願について補正がされ
た場合でも、その設定された範囲内において仮専用実施権等の効力は有効となる。  

   ⅱ）仮専用実施権等に係る特許出願について出願の分割がなされた場合、契約で別段の
定めがなされていない限り、分割に係る新たな特許出願についても、その設定された
範囲内において仮専用実施権等が設定等されたものとみなす（改正特許法３４条の２
第５項、３４条の３第５項）。  
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 （２）関連する規定の改正  

  ①特許出願の放棄又は取り下げ  

   仮専用実施権又は登録した仮通常実施権に係る特許出願を放棄又は取り下げる場合に
は、特許出願人は、仮専用実施権者等の承諾が必要となる（改正特許法３８条の２）。  

  ②特許出願の取り下げ擬制  

   ⅰ）変更  

    仮専用実施権又は登録した仮通常実施権に係る特許出願を実用新案登録出願や意匠
登録出願に変更する場合には、特許出願人は、仮専用実施権者等の承諾が必要となる（改
正実用新案法１０条９項、改正意匠法１３条５項）。  

   ⅱ）国内優先権（４１条）  

    仮専用実施権又は登録した仮通常実施権に係る特許出願を基礎として、国内優先権の
主張を伴う特許出願又は実用新案登録出願をする場合には、特許出願人は、仮専用実施
権者等の承諾が必要となる（改正特許法４１条１項但書、改正実用新案法８条１項但書）。 

    なお、仮専用実施権又は登録した仮通常実施権に係る国内出願を基礎として、優先権
の主張を伴う、日本を指定国に含む国際出願をする場合（自己指定の場合）には、仮専
用実施権者等の承諾は不要である（改正特許法１８４条の１５第１項）。  

   ⅲ）国際出願  

    日本語特許出願については、国内書面を提出し、手数料を納付した後、外国語特許出
願については、国内書面及び翻訳文を提出し、手数料を納付した後であって、国内処理
基準時を経過した後でなければ、仮専用実施権等の登録をすることができない（１８４
条の１２の２）。  

  ③特許を受ける権利が共有  

   特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、
仮専用実施権等を設定等することができない（改正特許法３３条４項）。  

  ④職務発明  

   ⅰ）仮専用実施権の設定を予約承継の対象とすることができる（改正特許法３５条２項）。 
   ⅱ）従業者等は、予約承継により、使用者等に仮専用実施権を設定した場合には、相当

の対価の支払いを受ける権利を有する（改正特許法３５条３項）。  

 

 （３）通常実施権等に係る登録記載事項の開示制限（特許法・実用新案法）  

   通常実施権及び仮通常実施権に係る登録記載事項（例えば、特許番号、特許権者の氏名、
通常実施権者の氏名等）のうち、それを対外的に開示することで通常実施権者等の利害を
害するおそれがある事項について、利害関係人のみ開示する制度を導入する。（特許法１８
６条３項、及び実用新案法５５条１項）  

  ※経過措置：改正法の施行日前に登録された通常実施権については適用しない（附則２条
６項）。  

  ①仮通常実施権及び通常実施権  

   ⅰ）許諾対象の特許番号、及び特許権者の氏名等については、従来通り対外的に開示す
る。  

   ⅱ）通常実施権者の氏名等、及び通常実施権の範囲については、一定の利害関係人にの
み開示する。  

     なお、一定の利害関係人とは、特許権者、通常実施権者、対象特許権の取得者、破
産管財人等。  

   ⅲ）対価の額又はその支払方法については、登録記載事項から除外する。  

  ②仮専用実施権及び専用実施権  

    仮専用実施権及び専用実施権は、公示の必要性が強いことから、登録記載事項は、従
来通り全て対外的に開示する。  

    ここで、登録記載事項とは、設定対象の特許番号、特許権者の氏名、専用実施権者の
氏名、及び専用実施権の範囲等である。  
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４．特許・商標関係料金の引き下げについて   ※平成２０年６月１日施行  

 （１）特許出願の出願料及び特許料等の引き下げ  

  ①特許出願の出願料  16,000 円 → 15,000 円  

  ②特許料  第１年～第３年までの毎年  2,600 円＋請求項数×200 円 → 2,300 円＋請求項数×200 円 

 （２）商標登録出願の出願料及び設定登録料等の引き下げ  

  ①商標登録出願の出願料  6,000 円＋区分数×15,000 円 → 3,400 円＋区分数×8,600 円  

  ②商標登録出願の設定登録料  区分数×66,000 円 → 区分数×37,600 円  

 

参考資料：特許法等の一部を改正する法律（平成２０年４月１８日法律第１６号）  

 

 

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_200201.htm

